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歴史の祭典開幕歴史の祭典開幕
９月26日（土）、磐梯山慧日寺資料館にて「磐梯とくいつ藝術祭」オープニン９月26日（土）、磐梯山慧日寺資料館にて「磐梯とくいつ藝術祭」オープニン
グセレモニーが開催されました。期間中は様々な催しが行われます。グセレモニーが開催されました。期間中は様々な催しが行われます。

今月の町勢

平成 27 年 10 月１日現在

■世帯数　１，１９９世帯

■人口　　　３，６３９人

　　男　　　１，７８１人

　　女　　　１，８５８人

■転入　　４人／転出　　５人

■出生　　２人／死亡　　６人
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９
月
６
日
（
日
）、
磐
梯
中

学
校
校
庭
に
お
い
て
第
50
回

記
念
町
民
体
育
祭
が
開
催
さ

れ
、
21
行
政
区
か
ら
参
加
し
た

約
１
２
０
０
名
の
町
民
の
皆
様

が
、
様
々
な
競
技
に
挑
戦
す
る

と
と
も
に
、
地
区
の
中
で
親
睦

を
深
め
ま
し
た
。

　

開
会
式
で
は
、
各
行
政
区
が

国
旗
・
町
旗
を
先
頭
に
隊
列
を

組
ん
で
ハ
ツ
ラ
ツ
と
入
場
し
、

磐
梯
幼
稚
園
児
岡
崎
蒼
太
君
・

鈴
木
輝
空
さ
ん
・
五
十
嵐
慧
人

君
の
３
名
の
「
こ
れ
か
ら
第
50

回
記
念
町
民
体
育
祭
の
開
会
式

を
は
じ
め
ま
す
」
と
の
か
わ
い

ら
し
い
開
会
の
言
葉
に
続
い

て
、
大
会
長
で
あ
る
五
十
嵐
町

長
が
、「
今
日
は
そ
れ
ぞ
れ
の

地
区
の
共
同
の
力
に
よ
っ
て
楽

し
い
体
育
祭
に
し
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
」
と
あ
い
さ
つ
を

述
べ
ま
し
た
。

　

優
勝
杯
返
還
、
鈴
木
町
議
会

議
長
の
来
賓
祝
辞
の
後
、
昨
年

優
勝
の
本
寺
チ
ー
ム
の
代
表
が

「
私
た
ち
は
決
し
て
へ
こ
た
れ

ず
、
ど
ん
な
に
難
し
い
競
技
に

立
ち
向
か
っ
て
も
楽
し
く
競
技

す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
」
と
元

気
に
選
手
宣
誓
を
行
い
、
新
し

い
Ａ
Ｌ
Ｔ
（
語
学
指
導
助
手
）

の
シ
ャ
ー
マ
ン
・
ク
ワ
イ
先
生

が
、「
磐
梯
町
民
体
育
祭
を
は

じ
め
ま
す
。
ガ
ン
バ
ン
ベ
ー
」

の
言
葉
で
競
技
の
開
始
を
宣
言

し
ま
し
た
。

　

開
催
回
数
と
同
じ
50
個
を
目

指
す
『
目
指
せ
ピ
タ
リ
賞
！
第

50
回
大
会
記
念
玉
入
れ
』
を
皮

切
り
に
、
毎
年
熱
い
戦
い
が
繰

り
広
げ
ら
れ
る
『
継
走
』、
今

回
記
念
種
目
と
し
て
行
わ
れ

た
『
第
50
回
大
会
記
念　

大
縄

跳
び
大
会
』
な
ど
の
８
つ
の
団

親子で元気にパン食い競争

シャーマン先生「ガンバンベー」

最高記録を目指してジャンプ！（「第50回記念大縄跳び大会」）

「継走」ではこぶしヶ丘が６連覇を達成

デッドヒートがまさかの結末

我らの力の見せ所（「今年は豊年だ！）

第一、第二小学校の鼓笛隊に町長から記念品を贈呈

体
競
技
や
、
親
子
が
力
を
合

わ
せ
て
パ
ン
食
い
競
争
に
挑

む
『
親
子
で
わ
ん
ぱ
く
』
や
、

○
×
ク
イ
ズ
で
勝
敗
を
決
め

る
『
熱
い
ぜ
磐
梯
！
ウ
ル
ト

ラ
ク
イ
ズ
』
な
ど
５
つ
の
個

人
競
技
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

途
中
雨
に
見
舞
わ
れ
二
つ

の
競
技
が
中
止
と
な
り
ま
し

た
が
、
参
加
者
は
競
技
や
応

援
に
全
力
で
挑
み
、
互
い
の

健
闘
を
称
え
ま
し
た
。
参
加

さ
れ
た
皆
さ
ん
、
大
変
お
疲

れ
様
で
し
た
。

　

な
お
、
今
年
の
成
績
結
果

は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

総合
優勝 大寺一区 31 点
準優勝 下西連 28 点
第３位 大寺三区 28 点

飛賞
５位 更科団地 10 位 大寺二区
15 位 大曲 20 位 塩の原

継走
優勝 こぶしヶ丘
準優勝 大寺六区
第３位 下西連

目指せピタリ賞！玉入れ
ｰ 玉入れ 50 個ピタリ賞 ｰ

入倉 

総合優勝は大寺一区でした

町
民
体
育
祭
開
催

町
民
体
育
祭
開
催

ー スポーツの秋、皆さん力あわせて ーー スポーツの秋、皆さん力あわせて ー
 大寺一区が総合優勝  大寺一区が総合優勝 
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幼稚園を視察
９月16日（水）、磐梯幼稚園を山形県川西町

の教職員が訪れ、年長児童の英語活動を視察しま

した。

川西町の方々は、流暢な幼児の英語を目の当た

りにし、園児の英語教育に強い関心を寄せていた

様子でした。

視察の様子

さん
100歳おめでとうございます

9月13日（日）、100 歳を迎えた さん

（源橋）に賀寿が贈られました。

贈呈式は、会津若松市内で行われ、五十嵐町

長から賀寿と祝金、県会津保健事務所 副所長か

ら県知事賀寿と木杯、 町老人クラブ連合会長から

記念品がそれぞれ贈られました。

鈴木さんの長寿の秘訣は、好き嫌いなく食べ、

自分の身の回りのことは自分ですることだそうで

す。

今後も健康に留意され、更なるご長寿をお祈り

します。賀寿を受けた さん

大会出場の町ゴルフ愛好会に激励金
９月１日（火）、役場に

おいて町ゴルフ愛好会に、
五十嵐町長より激励金が手
渡されました。
町ゴルフ愛好会は第 17
回市町村対抗ゴルフ大会に
参加しました。激励金を受け取るゴルフ愛好会の

古川さん（中央）と秋元さん（左）

（204）

 町史に見る厩嶽山 9
　
　近世に入って恵日寺の行事などもはっき
りわかるようになった。
　「貞享の書き上げ」といわれる貞享２年
（1683）午十月五日の文書がある。
　そこには、恵日寺の年間における行事
が細かく書かれている。その中に厩嶽山
に関係する行事を抜き出して見る。
　４月８日、薬師の会、日勤有、同日摩耶ヶ
嶽、馬頭観音之祭アリ
　薬師の会は、いうまでもなく薬師如来を
本尊として除病、厄難消除など祈願する
日である。この日は当然住寺並びに衆徒
同役人薬師堂に出仕参拝する。清僧者諸
経並びに諸神の宝号を唱え、耕作の祈祷
する。
　この日、摩耶ヶ嶽馬頭観音之祭りを行う
のだが詳しいことはわからない。摩耶ヶ嶽
観音堂まで行くのかもわからない。
　６月１７日、摩耶ヶ嶽観之縁日別当は、
衆法の内観音院山に登り行有。と書かれ
ている。この日は、現在のいう厩嶽山祭り
に当るわけである。山で儀式も行った。
　恵日寺の別院である観音院が勤めてい
たことを記憶しておく必要がある。
　この書き上げ以前から厩嶽山の管理運
営は観音院が担当していたことがわかる。

（文・写真　國分）

第一小学校で人権教室を開催
９月10日（木）第一小
学校 5年生を対象に人権教
室を行いました。
人権擁護委員の方から思

いやりの心を持つ大切さに
ついてお話をしていただき、
ＤＶＤを観て児童は人権に

ついて真剣に学んでいました。
人権教室の様子

山神社祭礼
９月20日（日）山神社祭礼が行われ、大寺・

本寺地区を中心に大勢の人々の参加のもと、趣向

を凝らした７つの創作山車がお囃子に合わせて町

内を練り歩きました。

曇りから一転さわやかな秋晴れとなった空の

下、沿道に詰めかけた人々は創意と工夫溢れる山

車や仮装、踊りを鑑賞し、山車の引手やお囃子

の皆さんに温かい声援をおくりました。

今年も力作揃いです
秋の全国交通安全運動出動式

9 月 18 日（金）道の駅
ばんだいにおいて、秋の全
国交通安全運動出動式が行
われました。
式では警察署職員による
報告や、第一小学校児童に
よる鼓笛隊の演奏、代表児
童による交通安全宣言など

が行われました。
式の後には児童代表と五十嵐町長から道の駅を訪れた利用者

に事故防止啓発チラシを配布し、交通安全を呼びかけました。

安全運転を呼びかけました

ご寄附ありがとうございます
9 月 24 日（木）、  

（下西連）のご家
族の方が役場を訪れ、福
祉向上に役立てて欲しいと
50,000 円ご寄附頂きまし
た。また、9月 28日（月）

（源橋）から
町の福祉向上に役立てて欲
しいと300,000 円をご寄附
頂きました。
ご寄附の趣旨に沿って有
意義に活用させていただき
ます。ありがとうございます。

寄附金を手渡す束田さん

寄附金を手渡す鈴木さん

慧日寺石碑と遠方に見える厩嶽山
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９
月
12
日
（
土
）、
町
民
体

育
館
に
お
い
て
６
４
０
名
の
参

加
の
も
と
、
敬
老
会
が
盛
大
に

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
の
敬
老
会
は
、
80
歳
以

上
の
方
に
敬
老
祝
金
が
、ま
た
、

88
歳
を
迎
え
ら
れ
た
方
に
米
寿

の
お
祝
い
の
記
念
品
が
贈
ら
れ

ま
し
た
。
更
に
は
、
金
婚
式
を

迎
え
ら
れ
た
９
組
の
ご
夫
婦
に

は
、
福
島
民
報
社
及
び
福
島
県

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
か
ら
表
彰

状
と
記
念
品
の
『
お
し
ど
り
金

メ
ダ
ル
』
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

式
典
終
了
後
は
演
芸
会
が
催

さ
れ
、
ス
ポ
ー
ツ
民
踊
会
や
幼

稚
園
、
第
一
・
第
二
小
学
校
の

皆
さ
ん
に
よ
る
華
麗
な
踊
り
や

か
わ
い
ら
し
い
遊
戯
が
披
露
さ

れ
、
出
席
者
全
員
が
楽
し
い
ひ

と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。

ダンス 「三味でダンスを」
（スポーツ民踊会）

米寿を祝う記念品の贈呈

敬
老
祝
金
の
贈
呈

金婚夫婦表彰

戸籍謄本等の申請について戸籍謄本等の申請について
・窓口で戸籍謄本等の申請をされる場合、印鑑と本人確認出来るものの提示が必要となります。本
人確認に使用できる証明書として以下のようなものがあげられますのでご確認の上、ご持参くだ
さい。

・親族等の戸籍を請求される場合、対象者との関係が分かる戸籍等根拠書類のコピーを持参してい
ただく場合があります。

・印鑑証明書については「印鑑登録証」と印鑑（三文判等の判子でよい）をご持参ください。
・スタンプタイプの印鑑については申請書に押印していただくハンコとしてのご使用はできません
のでご注意ください。

【本人確認の具体的な証明の例】
※「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。

１枚の提示で足りるもの（例） ２枚以上の提示が必要なもの（例）

証
明
書
の
種
類

・運転免許証
・写真付き住民基本台帳カード
（住所地の市区町村で発行）
・個人番号カード　※注１
・旅券（パスポート）
・国又は地方公共団体の機関が発行した
　身分証明書
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・電気工事士免状
・宅地建物取引主任者証
・教習資格認定証
・船員手帳
・戦傷病者手帳
・身体障害者手帳
・療育手帳
・在留カード又は特別永住者証明書（注）
　など

・写真の貼付のない住民基本台帳カード
・国民健康保険、健康保険、船員保険、
　又は介護保険の被保険者証
・共済組合員証
・国民年金手帳
・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の
　年金証書
・共済年金又は恩給の証書
・戸籍謄本等の交付請求書に押印した
　印鑑に係る印鑑登録証明書
　など
※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付
きのもの
※国又は地方公共団体が発行した資格証明書の
うち写真付きのもの（左記に掲げる書類を除
く。）
「※」の書類のみが２枚以上あっても確認できま
せんので、ご注意ください。

※注１　マイナンバーの「通知カード」（10月以降全員に配布されるもの）については身分確認書類
として使用が出来ませんのでご注意ください。なお、申請により発行される「個人番号カード」
は写真付きの身分証明書としての利用が可能となります。

◆問い合わせ先
　役場町民課 生活環境係　☎0242-74-1215

重要なお知らせ
　個人番号カードは即日交付出来ません。
＜住民基本台帳カードをお持ちの方へ＞
　平成 27年 10 月以降、個人番号カードの交付申請が集中した場合、市町村からの交付が遅れる可能
性があります。確定申告を控えた時期に住民基本台帳カードの有効期限満了を迎える方は、早めに切
り替えをお願いします。

ーー  
ご
長
寿
を
心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す

ご
長
寿
を
心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す  

ーー

敬 老 会敬 老 会

「アンパンマン音頭＆ちびまる子音頭」
（磐梯幼稚園）
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湿布薬

　日頃の子どもたちの姿勢を見ていますか？食事の時、勉強をしている時、テレビを見ている時な
ど色々な場面での姿勢はいかがでしょうか。
　前かがみの姿勢は、歯並びやかみ合わせが悪くなり、むし歯ができやすくなります。また、胸が
圧迫される姿勢は肺も圧迫され、呼吸をしても肺は大きくふくらまず、体全体に必要な酸素がいか
なくなります。そして胃腸も圧迫され働きが弱くなることで疲れやすくなると同時に、運動不足に
つながり、太る原因になります。
　６月に幼稚園児（保護者が回答）、小学校児童、中学校生徒に姿勢に関するアンケートをとりま
した。その中の１つ「食事の時に体を斜めにして食べますか？」という質問に対しての回答結果は
下記のとおりです。
質問　「食事の時に体を斜めにして食べますか？」

　　　　　　　（平成 27年度磐梯町養護部会　町教研体力向上推進委員会　意識調査結果）
　元気な子どもに育つにはよい姿勢が大切です。もう一度、子どもの姿勢をよく見てよい姿勢にす
るよう声かけをしましょう。

　認知症は歳を取るごとに発症する確率が高くなると言われます。地域包括支援センターでは、認知
症予防のための取組みから、病院の案内、介護保険サービスの受け方や成年後見制度の利用など、認
知症の人と家族のための情報提供などを行っています。
　地域包括支援センターは、「チーム」で活動しており、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らす
ことができるように、さまざまな職種や機関の人達と連携し高齢者の生活全体を支援します。
　どこに相談したらいいかわからない時は、まず町地域包括支援センターにご相談ください。場所は
磐梯町保健医療福祉センター、瑠璃の里の中にあります。高齢者本人だけでなく、家族、近隣に暮ら
す方からも高齢者に関する相談を受け付けています。
○認知症の予防をしたい
　　　・・・認知症予防のための講座を各地区へ出向いて開催したり、町の教室などを紹介します。
○認知症の疑いがあるが、どこに行けばいいかわからない
　　　・・・認知症に詳しい、診療所や病院を紹介します。
○認知症になったら財産が心配
　　　・・・成年後見制度など、判断が不十分な高齢者の財産や生活を守る支援をします。
○介護や生活の支援を受けたい
　　　・・・介護保険サービス利用を支援します。
　磐梯町地域包括支援センターは、認知症に関する様々な相談に応じています。気になることがあり
ましたら、いつでも気軽にご相談ください。

◆問い合わせ先　磐梯町地域包括支援センター　☎０２４２ｰ７３ｰ３５３０

認知症かな？地域包括支援センターにご相談ください認知症かな？地域包括支援センターにご相談ください

～よい姿勢は元気の元～～よい姿勢は元気の元～

◆問い合わせ先　磐梯町保健福祉センター　☎０２４２ｰ７３ｰ３１０１
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幼 稚 園・ 中 学 校 で は

約 20％、小学校では約

60％が食事の時に体を斜

めにするという回答でし

　た。小学生はきちんとし

　たよい姿勢の子が少ない

という結果でした。
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平成26年度決算状況の公開
～昨年はこのような事を施行しました～

　平成 26年度決算は、一般会計が歳入総額 45億
7,141 万 3 千円、歳出総額が 43 億 4,975 万 2 千
円となりました。歳入歳出差引額は 2億 2,166 万
1 千円で、繰越事業の財源となる 2,437 万 1 千円
を除く 1億 9,729 万円を純繰越金として平成 27
年度へ繰り越します。
　平成 26年度の決算は対前年度で比較すると、歳
入で 12.8％、歳出で 12.9％の増となりました。
　歳入においては、地方交付税が 5,837 万 7 千円
（4.3%）増加し、社会資本整備総合交付金や地域活
性化・効果実感臨時交付金などにより国庫支出金
が 9,276 万円（22.3%）増加する一方で、拡大し
た予算規模に対応するために財調整基金等の繰入
金が 1億 8,807 万 1千円（53.3%）、防災行政無線
の整備事業等への財源に充てた町債が 1億 1,171
万 8千円（16.6%）増加する状況となっています。
　歳出においては、中学校建設事業の完了により
教育費が 1億 9,905 万 5 千円（△ 20.4%）減とな

る一方で、財政調整基金への積立を中心とする諸
支出金が 2 億 799 万 3 千円（94.3%）、まちづく
り交付金事業による土木費が 2億 1,366 万 5千円
（70.2%）、こども館建設事業による民生費が 1億
7,322 万 6 千円（33.9%）とそれぞれ増加してい
ます。
　平成 26年度は、まちづくり交付金事業をはじめ
として住民福祉の充実や生活環境基盤の整備、、教
育の振興、防災体制の強化など多くの施策が展開
されてきたところです。
　磐梯町の財政は、各種事業で整備した施設の維
持管理経費や借金の償還などの経常的な支出が増
加し、町の貯金である基金を取崩しながら財政運
営を行っている厳しい状況でありますが、各種事
業を実施するために借り入れる町の借金（起債）
には、償還金の一部が将来普通地方交付税で戻っ
てくる有利な起債を充て、無駄な歳出を排除し、
剰余金等を計画的に基金へ積み立てるなど、健全
で安定した財政運営に向けた努力を行っています。

一般会計歳出
区分 決算額 構成比（％）

議会費 57,917 1.3
総務費 712,983 16.4
民生費 684,330 15.7
衛生費 121,240 2.8
農林水産業費 280,417 6.4
商工費 63,975 1.5
土木費 517,925 11.9
消防費 208,036 4.8
教育費 777,465 17.9
災害復旧費 11,714 0.3
公債費 485,097 11.1
諸支出金 428,653 9.9
合計 4,349,752 100.00

一般会計の実質収支
区分 金額

1. 歳入総額 4,571,413
2. 歳出総額 4,349,752
3. 歳入歳出差引額 221,661

4. 翌年度へ繰り
越すべき財源

(1) 継続費逓次繰越額 0
(2) 繰越明許費繰越額 24,371
(3) 事故繰越額 0
計 24,371

5. 実質収支額 197,290

一般会計歳入
区分 決算額 構成比（％）

町税 623,124 13.6
地方譲与税 23,645 0.5
利子割交付金 764 0.0
配当割交付金 2,084 0.0
株式等譲渡所得割交付金 1,093 0.0
地方消費税交付金 44,488 1.0
ゴルフ場利用税交付金 5,540 0.1
自動車取得税交付金 3,192 0.1
地方特例交付金 977 0.0
地方交付税 1,420,488 31.1
交通安全対策特別交付金 570 0.0
分担金及び負担金 17,056 0.4
使用料及び手数料 44,444 1.0
国庫支出金 509,513 11.1
県支出金 295,841 6.5
財産収入 11,907 0.4
寄附金 1,183 0.0
繰入金 540,886 11.8
繰越金 199,149 4.4
諸収入 41,621 0.9
町債 783,848 17.1
合計 4,571,413 100.00

（千円）（千円）

（千円）

平成26年度決算の概要

平成26年度末一般会計町債借入先現在高調書

借入先
平成25年度
末現在高
(ｱ)

平成26年度
借入額
(ｲ)

平成26年度
元金償還額
(ｳ)

平成26年度
末現在高
(ｱ)+(ｲ)-(ｳ)

財政融資資金 3,658,201 672,148 163,354 4,166,995

郵貯・簡保資金 611,495 0 176,941 434,554

地方公共団体
金融機構 726,468 0 34,047 692,421

銀行等金融機関 220,615 111,700 50,771 281,544

その他 42,445 0 9,895 32,550

合計 5,259,224 783,848 435,008 5,608,064

（千円）

特別会計の決算
会計名 歳入

決算額
歳出
決算額 差引額

国民健康保険特別会計 535,327 460,025 75,302
後期高齢者医療特別会計 41,487 41,446 41
介護保険特別会計 463,793 451,513 12,280
簡易水道特別会計 17,535 13,535 4,000
公団分収造林特別会計 24 0 24
農業集落排水事業特別会計 37,071 37,071 0
林業集落排水事業特別会計 14,297 14,297 0
公共下水道特別会計 126,731 126,731 0
個別生活排水事業特別会計 4,089 4,089 0
七ツ森地区下水道事業特別会計 4,078 3,957 121

一般会計の主なる支出

項目 金　額

中学校建設事業費 484,484

まちづくり交付金事業費 196,692

地域振興費 173,334

道路維持費（町道維持補修・除雪等） 151,233

こども館建設事業費 135,534

広域消防費（広域消防負担金） 92,176

保育所費 84,144

下水道事業費
（公共下水道特別会計繰出金等） 83,496

介護保険費 82,423

防災無線施設費
（防災行政無線デジタル化整備等） 80,602

社会福祉総務費 79,247

電子計算費
（電算管理・光ファイバー網保守等） 70,361

中山間地域直接支払交付金事業費 69,386

心身障害福祉費 64,682

後期高齢者医療費 60,688

児童手当費 60,316

基金費（基金積立金） 428,653

公債費（町債償還金） 485,097

（千円）（千円）

町民一世帯・一人あたりにすると
　平成 26年度分の一般会計決算を町民一人あたり・一世帯あたりでみると

次のようになります。

項目 一人当たり （前年度比較） 一世帯あたり （前年度比較）

固定資産税 104,287 （△ 12,199） 318,009 （△ 45,244）

個人町民税 56,187 （17,283） 171,336 （50,017）

軽自動車税 2,312 （96） 7,049 （140）

町債残高（借金） 1,538,986 （132,400） 4,692,941 （306,599）
基金現在高（貯金）
※特別会計基金を除く 385,044 （△ 16,658） 1,174,143 （△ 78,538）

（円）

○収益的収入及び支出(千円)
収入 水道事業収益 161,961
支出 水道事業費用  136,758

○資本的収入及び支出(千円)
収入 資本的収入 13,698
支出 資本的支出 43,690

水道事業会計決算

昨年整備された太陽光パネル

昨年整備された防災無線子局
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　実質公債費比率　
　標準財政規模に対する、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の割合です。数値は3
年間の平均を使います。一般会計等の標準的な年間収入のうち、どのくらい借金の返済にあてている
かを示す指標です。

１　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条第 1項に定める健全化判断比率

項目
本町の数値 法に定める基準

平成 26年度 平成 25年度 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 － － 15.00 20.00 
連結実質赤字比率 － － 20.00 30.00 
実質公債費比率 2.8 2.8 25.0 35.0 
将来負担比率 17.0 15.6 350.0 
備考　 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字額及び連結実質赤字額がない

ため、「－」と表示しました。

単位：（％）

健全化判断比率・資金不足比率について

平成26年度決算に基づく磐梯町の実質公債費比率 2.8%
　実質公債費比率3ヵ年平均は2.8％（昨年と同ポイント）、単年度は3.03％（+0.26ポイント）となりました。
単年度実質公債費比率が増加したのは、算出基礎となる分子の値で、普通建設事業に投入した地方債の
元利償還金が谷間となり減少したものの、公営企業の地方債償還財源の繰入金が増加しており、全体とし
ては3,305千円の増加となったことに起因します。分母の値では、評価替により固定資産税が減少し全体
としては26,960千円の減少となりました。
　算出基礎の分母となる標準税収入額等と普通交付税額の平衡化が保たれるならば急激な数値の変動は
ないと思われますが、分子の元利償還金の額が近年の普通建設事業に投入した地方債の償還開始により
増加に転じることが見込まれることから実質公債費比率は徐々に上昇すると予想されます。このため、財
政規模にあった公債管理を図るべく、適正な長期ビジョンのもと、新規借入の抑制を図る必要があります。

　将来負担比率　
　標準財政規模に対する、一般会計等の将来負担額の割合です。一般会計等が将来的に負担すべき負
債が、一般会計等の標準的な年間収入の何年分なのかを示す指標です。

２　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22条第 2項に定める資金不足比率

特別会計の名称
資金不足比率

経営健全化基準
平成 26年度 平成 25年度

簡易水道特別会計 － － 20.0 
農業集落排水事業特別会計 － － 20.0 
林業集落排水事業特別会計 － － 20.0 
公共下水道特別会計 － － 20.0 
個別生活排水事業特別会計 － － 20.0 
備考　資金不足比率については、資金不足額がないため、「－」と表示しました。

町の財産について

平成26年度決算に基づく磐梯町の将来負担比率 17.0%
　将来負担比率は17.0％（+1.4ポイント）と早期健全化基準内の数値を示していますが、将来負担額
に対して充当可能財源が96.3％あり、その中でも基準財政需要額算入見込額が大部分を占めているこ
とから、磐梯町の将来負担は普通交付税によって補てんされるとも言え、これはそれだけ多くの地方
債を借り入れているということになります。また交付税の将来推移も不透明な中で、この将来負担比
率は決して楽観できるものではありません。
　今後も、地方債、債務負担行為など、将来負担の要因となるべき要素は極力増大させないよう、計
画的な財政運営を行わなければなりません。

土地
本庁舎  11,672㎡

その他の行政機関 警察、消防施設 1,597㎡

 その他の施設 27,198㎡

公共用財産 学校 79,007㎡

 公営住宅 39,944㎡

 公園 119,323㎡

 その他の施設 418,406㎡

山林  491,444㎡

その他  1,276,987㎡

計  2,465,578㎡

建物
木造  7,148㎡

非木造  35,369㎡

計  42,517㎡

磐梯温泉保養センター（持分 15分の 5） 4,260㎡

証券
株券出資金 83,989 千円

基金等 1,487,241 千円

乗用車  20台

ワゴン車  5台

トラック  6台

道路パトロール車  2台

給食運搬車  1台

太鼓運搬車  1台

除雪車  14台

消防指令車  1台

消防自動車  2台

小型動力ポンプ積載車  12台

リフト付バス  2台

バイク  1台

車輌

単位：（％）

　実質赤字比率　
　標準財政規模に対する、一般会計等（一般会計及び普通会計に相当する特別会計）の歳入総額か
ら歳出総額を差し引いた額の割合です。一般会計等が黒字か赤字かを判断する指標です。

平成26年度決算に基づく磐梯町の実質赤字比率 赤字なし ※参考　黒字比率9.64％
　一般会計等における実質収支は黒字となっています。
　将来推移としては、歳入では、普通地方交付税の基準財政需要額に算入されている会津若松地方広
域事業組合の布藤地区最終処分場の償還が平成24年度～ 28年度にかけて順次終了するため、普通地
方交付税の減少が見込まれ、歳出では、近年普通建設事業に投入した地方債の元金償還開始による公
債費及び新規整備施設の維持管理費等が増加することから、赤字に転落することがないよう、計画的
な財政運営に努める必要があります。

　連結実質赤字比率　
　標準財政規模に対する、全ての会計の赤字額から黒字額を引いた額（連結実質赤字額）の割合です。
全ての会計の合計が黒字か赤字かを判断する指標です。

平成26年度決算に基づく磐梯町の連結実質赤字比率 赤字なし ※参考　黒字比率15.10％
　連結実質赤字比率についても黒字であり、一般会計等以外の会計でも赤字はありません。
　しかし、事業会計、公営企業会計とも、独立した会計の中で財政運営ができるよう、受益者負担の
適正な見直しを図るなど、計画的な財政運営を行わなければなりません。
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住みよいまちづくり　　透明な町財政状況
平成27年9月末現在

　平成 27 年度上半期（平成 27 年 9 月末）の
補正額及び補正内容について公表します。
　上半期における全会計の補正額及び補正内容
は左記の表のとおりです。
　一般会計の歳入では、額の確定や追加事業の
財源となる補助金や起債、基金繰入金の補正を
行っています。主な内容としては、地方交付税
交付額確定による増や追加事業に充てる財源と
して国県補助金、町債の増が主な内容となって
います。
　歳出では、事業の追加や積立金の補正を行っ
ています。主な内容としては、仮称地域交流セ
ンター建設事業、財政調整基金積立金、幼稚園
遊戯室増設工事等となっています。
　町が取り組む事業には、国県補助金や将来普
通地方交付税で措置される有利な起債を充て、
できるだけ一般財源を投入しないようにする一
方、増となった普通地方交付税や決算剰余金に
ついては将来に向け安定した財政運営を行うた
め、町の貯金である基金に積立を行っています。
　特別会計では、主に決算に伴う補正を行って
います。

収益的収入及び支出の予定
　水道事業における収益的収入の総額は、1億

4,965万4千円であり、このうち営業収益が1億

721万3千円、営業外収益が4,244万1千円となっ

ています。営業収益の中では給水収益が主な内

容となっています。

　一方、支出においては、総額で1億4,686万8

千円であり、その内容は営業費用1億4,272万4

千円、営業外費用234万4千円、特別損失30万円、

予備費150万円となっています。

資本的収入及び支出の予定
　水道事業における資本的収入の総額は 680 万

円であり、全額が補助金となっています。資本

的支出の総額は 2,183 万 5千円であり、内容は

建設改良費 2,065 万円、企業債償還金 118 万 5

千円となっています。

　資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

分は、当年度損益勘定留保資金を 1,402 万 8千

円、当年度消費税資本的収支調整額 100 万 7千

円で補てんします。

平成27年度上半期財政状況について

水道事業会計予算の状況
平成27年度上半期

一般会計歳出
区分 当初予算額 補　正　額 現計予算額

議会費 62,172 0 62,172
総務費 625,635 30,341 655,976
民生費 553,202 4,740 557,942
衛生費 143,472 △ 3,428 140,044
農林水産業費 262,215 4,603 266,818
商工費 62,931 5,566 68,497
土木費 1,193,898 343,877 1,537,775
消防費 156,850 1,800 158,650
教育費 466,990 116,491 583,481
災害復旧費 13 506 519
公債費 533,800 0 533,800
諸支出金 17,505 204,641 222,146
予備費 6,000 45,403 51,403
合計 4,084,683 754,540 4,839,223

特別会計
会計名 当初予算額 補正額 現計予算額 補正の主な内容

国民健康保険特別会計 534,706 6,997 541,703 繰越金、療養諸費、精算金
後期高齢者医療特別会計 41,710 40 41,750 繰越金
介護保険特別会計 454,723 12,891 467,614 繰越金、精算金、繰出金
簡易水道特別会計 20,059 △ 3,947 16,112 施設修繕工事費
公団分収造林特別会計 24 0 24
農業集落排水事業特別会計 35,390 74 35,464 冬季精算金
林業集落排水事業特別会計 16,319 0 16,319
公共下水道特別会計 131,518 281 131,799 冬季精算金、諸収入
個別生活排水事業特別会計 4,035 14 4,049 冬季精算金
七ツ森地区下水道事業特別会計 4,681 11 4,692 冬季精算金

一般会計歳入
区分 当初予算額 補正額 現計予算額

町税 543,846 25,060 568,906
地方譲与税 22,000 0 22,000
利子割交付金 300 0 300
配当割交付金 400 0 400
株式等譲渡所得割
交付金 100 0 100

地方消費税交付金 59,000 0 59,000
ゴルフ場利用税
交付金 4,300 0 4,300

自動車取得税交付金 1,900 0 1,900
地方特例交付金 900 51 951
地方交付税 1,275,000 159,166 1,434,166
交通安全対策特別
交付金 500 0 500

分担金及び負担金 4,884 0 4,884
使用料及び手数料 43,811 0 43,811
国庫支出金 406,328 10,268 416,596
県支出金 198,850 95,634 294,484
財産収入 11,304 0 11,304
寄附金 5 456 461
繰入金 458,088 6,634 464,722
繰越金 50,000 147,290 197,290
諸収入 40,267 12,068 52,335
町債 962,900 297,913 1,260,813
合計 4,084,683 754,540 4,839,223

（千円）

（千円） （千円）

歳
入

まちづくり交付金事業債 278,000
普通地方交付税 159,166
前年度繰越金 147,290
木造公共施設等整備事業県補助金 80,000
固定資産税 26,500
臨時財政対策債 20,913
臨時福祉給付金国庫補助金 8,672
地域づくり総合支援事業県補助金 8,220
介護保険特別会計繰入金 5,134

（千円）

歳
出

仮称地域交流センター建設事業 329,400
財政調整基金積立金 199,999
幼稚園遊戯室増設工事 80,000
歴史的風致維持向上計画関係経費 14,500
史跡慧日寺跡利活用事業（地域づくり総
合支援事業・磐梯とくいつ藝術祭） 11,530

臨時福祉給付金事業 8,911
固定資産台帳整備業務 5,400
東日本大震災復興基金積立金 4,207
第一・第二小学校誘導灯設置工事 3,500

（千円）一般会計補正予算の主な内容

現在建設中の仮称地域交流センターの様子

今年は生徒10名がカナダ国へホームステイ
今年度より運営が開始されたこども館の様子
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〔
女
性
カ
レ
ッ
ジ
〕

　

９
月
27
日
（
日
）、館
外
研
修

「
猪
苗
代
町
・
裏
磐
梯
」
を
開

催
し
ま
し
た
。

　

今
年
四
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

し
た
野
口
英
世
記
念
館
を
見
学

し
、
土
津
神
社
、
磐
椅
神
社
で

白
岩
先
生
か
ら
、
午
後
に
は
裏

磐
梯
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
で
裏

磐
梯
の
自
然
に
つ
い
て
ス
タ
ッ
フ

か
ら
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

天
候
に
も
恵
ま
れ
、
良
い
研

修
と
な
り
ま
し
た
。

＜11月の予定＞
10月
31日～３日  町文化祭
３日（火）  まちづくり講演会
12日（木）  磐梯大学特別講座
15日（日）  第27回ふくしま駅伝大会
28日（土）  ばんだいっ子クラブ
毎週木曜日  英会話教室（11月26日閉講式）

〔
図
書
室
か
ら
の
お
知
ら
せ
〕

　

公
民
館
図
書
室
と
交
流
館
に

こ
に
こ
で
は
、「
県
立
図
書
館

　

あ
づ
ま
号
」
の
入
替
が
行
わ

れ
ま
し
た
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　

読
書
の
秋
で
す
。
ご
家
族
皆

な
で
読
書
を
楽
し
ん
で
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

公
民
館
図

書
室
・
交
流

館
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

〔
英
会
話
教
室
〕

　

９
月
３
日
（
木
）、
開
講
式

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

町
Ａ
Ｌ
Ｔ
を
講
師
に
迎
え
、

日
常
会
話
の
習
得
を
め
ざ
し
て
、

11
月
ま
で
の
３
ケ
月
間
、
教
室

を
開
催
し
て
い
き
ま
す
。
興
味

の
あ
る
方
は
、
公
民
館
ま
で
ご

連
絡
下
さ
い
。

〔
放
課
後
子
ど
も
教
室
〕

　

一
小
「
ば
ん
だ
い
宝
っ
子
教

室
」・
二
小
「
わ
く
わ
く
大
谷
っ

子
ク
ラ
ブ
」
を
放
課
後
に
開
催

し
て
お
り
ま
す
。

　

９
月
の
活
動
は
、「
モ
ザ
イ

ク
ア
ー
ト
」
を
し
ま
し
た
。
チ

ラ
シ
や
広
告
な
ど
の
色
を
活
用

し
て
、
絵
を
完
成
さ
せ
ま
す
。

今
年
の
作
品
は
、
町
文
化
祭
で

展
示
さ
れ
ま
す
の
で
、
会
場
に

お
越
し
下
さ
い
。
詳
し
く
は
、

後
日
チ
ラ
シ
を
配
布
い
た
し
ま

す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

摺
上
原
の
戦
い
は
、
猪
苗
代

町
か
ら
町
の
大
寺
地
区
内
へ
戦

場
を
移
し
、
そ
し
て
落
合
地
区

付
近
ま
で
移
動
し
た
そ
う
で
す
。

磐
梯
町
が
関
わ
っ
た
講
話
を
頂

き
、
大
学
生
は
真
剣
に
聞
き
入
っ

て
い
ま
し
た
。

平成26年度の完成品

　

９
月
の
磐
梯
大
学
の
趣
味
講

座
は
、料
理
教
室
・
会
津
の
歴
史
・

カ
ラ
オ
ケ
・
陶
芸
を
開
催
し
ま

し
た
。

〔
磐
梯
大
学
講
話
Ⅲ
〕

　

９
月
10
日(

木
）
磐
梯
大
学

で
、
会
津
古
城
研
究
会
の

先
生
を
講
師
に
迎
え
「
摺

上
原
の
戦
い
と
磐
梯
町
」を
テ
ー

マ
に
講
話
を
開
催
し
ま
し
た
。

事業主の皆さまへ事業主の皆さまへ
　平成 27年 10 月 からマイナンバーが国民の皆様のもとに
送付されます。導入準備は進んでいますか？
○　平成 27年 10月から、 マイナンバーを一人ひとり にお届けします。
・マイナンバーは国民一人ひとりが持つ 12桁の番号で「通知カード」が送られてきます。
・ 平成 28年 1月から社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が始まります。
・ マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、大切にしてください。

○　行政手続が、 早く、簡単 かつ 正確 に行えるようになります。
・ 社会保険の手続や源泉徴収票などにマイナンバーを記載し、行政手続で利用することで、確認作
業の無駄が削減され、また添付書類の省略による簡素化が図られます。

・ 正確な情報に基づく確認により、給付金等の不正受給を防止できるなど、公平・公正な社会を実
現します。

○　事業者 は、行政手続などのため、 従業員 などのマイナンバーを取り扱います。
・ 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提
出を受け、書類などに記載します。

・ 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、
またその管理に当たっては、安全管理が義務付けられます。

マイナンバーに関する ホームページ や コールセンター があります。
　もっと詳しく知りたい方は　マイナンバー　で検索。又は 0570 ｰ 20 ｰ 0178へ
お問い合わせください。

◆問い合わせ先
　役場町民課 生活環境係　☎0242-74-1215

マイナンバー導入チェックリスト
①　担当者の明確化と番号の取得
□　マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう（給料や社会保険料を扱っている
人など）。
□　マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的（「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生
年金保険届出」「雇用保険届出」）を伝えましょう。
□　マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が
必要です。
※　アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。
①顔写真の付いている「個人番号カード」か、② 10月から届くマイナンバーが書いてある「通
知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。
※　従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください。

②　マイナンバーの管理・保管
□　マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしま
しょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。
□　パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新す
るなどセキュリティ対策を行いましょう。
□　従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマ
イナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除し
ましょう。
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　大型遊具やキビタンステージ、食育教室など、親子で楽しめる催しを多数用意しております。ぜひ、
皆さんで遊びに来てください。
○日時・場所　　平成 27年 10月 17日（土）午前 10時～午後 3時　会津大学（入場無料）
○対象　　乳幼児をはじめとする子ども達とご家族、子育てに携わっている方々な
ど、どなたでも参加できます。

○内容　影絵、キビタンステージ、エアトラック、ベビーマッサージ＆育児相談など、
詳細は会津保健福祉事務所のホームページでご覧下さい。

○その他　当日は、学生食堂及び売店をご利用いただけます。

今年も子育てフォーラムin会津2015を開催します今年も子育てフォーラムin会津2015を開催します

◆問い合わせ先　福島県会津保健福祉事務所 児童家庭支援チーム　☎ 0242-29-5278

　福島県環境影響評価条例（平成 10年 12 月 22 日福島県条例第 64号）に基づき「新ごみ焼却施設
整備事業に係る環境影響評価方法書」の作成について次のとおり公告します。
１．事業の概要
事業者の名称 会津若松地方広域市町村圏整備組合 福島県会津若松市中央三丁目 10番 12号
対象事業の名称 新ごみ焼却施設整備事業
対象事業の種類 ごみ焼却施設の設置事業
対象事業の規模 220 ｔ / 日（24時間）

２．縦覧の方法
縦覧の場所 １．会津若松地方広域市町村圏整備組合　環境センター

２．福島県生活環境部環境共生課（福島市杉妻町 2番 16号西庁舎 8階）
３．福島県会津地方振興局県民環境部環境課（会津若松市追手町 7番 5号新館 2階
４．会津若松市役所環境生活課（会津若松市栄町 5番 17号栄町第二庁舎）
５．会津若松市役所北会津支所住民福祉課（会津若松市北会津町中荒井字諏訪前 11）

縦覧の期間 平成 27年 10月 1日（木）から平成 27年 11月 2日（月）まで
縦覧の時間 午前 8時 30分から午後 5時まで（土、日曜日及び祝日を除く。）
３．意見書の提出方法
意見書の記載事項 １．氏名若しくは法人名・団体名及び代表者の氏名

２．住所若しくは主たる事務所の所在地
３．提出の対象である方法書の名称
４．環境保全の見地からの意見（日本語により意見の理由も含めて記載してくだ
さい。）
※様式（会津若松地方広域市町村圏整備組合のホームページからダウンロードで
きます。http://www.aizu-kouiki.jp/）

意見書の提出場所 １．縦覧の場所
２．郵送　〒 965 ｰ 0858
会津若松市神指町大字南四合字深川西 292 番地 2
会津若松地方広域市町村圏整備組合　環境センター

意見書の提出期限 平成 27年 11月 16日（月）まで※郵送の場合は、当日消印有効
意見書の受付時間 午前 8時 30分から午後 5時まで（土、日曜日及び祝日を除く。）

会津若松地方広域圏よりお知らせ会津若松地方広域圏よりお知らせ

◆問い合わせ先　会津若松地方広域市町村圏整備組合　環境センター　施設整備室　☎ 0242-27-9004

◆問い合わせ先　役場 総務課 総務係　☎ 0242-74-1223

平成28年度磐梯町職員（高校卒程度）採用候補者試験のお知らせ平成28年度磐梯町職員（高校卒程度）採用候補者試験のお知らせ

1．採用職種及び採用予定人員
試験職種 一般事務
採用予定人員 若干名

２．受験資格
・ 昭和６１年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた者。（学歴は問いません。）
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。
（１）日本の国籍を有しない者
（２）成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。）
（３）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
（４）磐梯町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
（５）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
３．試験の方法
（１）第１次試験
①教養試験Ⅰ 職員として必要な一般知識及び知能について、択一式による筆記試験を行います。
②教養試験Ⅱ 国語・数学・一般行政の筆記試験（小テスト）を行います。
③適性検査
 ア．一般性格診断検査
 　　公務員に求められる資質に関して、性格傾向の面からみる検査を行います。
 イ．職場適応性検査
 　　公務の職業生活への適応性（職務への対応や対人関係）について、性格傾向の面からみる
　　　　 検査を行います。
（２）第２次試験
 第１次試験合格者に対して、小論文及び個別面接による試験を行います。

４．試験の日時、場所及び発表
試　験 日　時 試　験　場 発　表

第１次試験

平成 27年 11 月 8日（日）
受付　　　　午前 9時～午前 9 時半
教養試験Ⅰ　午前 10時～正午
教養試験Ⅱ　午後 1時～午後 2時
適性検査　　午後 2時 15分～午後 3時 10分

磐梯町大字磐梯
字中ノ橋 1855 番地
「磐梯町役場」

受験者本人に
通知します。

第２次試験 平成 27年 12月予定 同上 同上

５．受験手続及び受付期間
＜申込手続きについて＞
　申込用紙は、磐梯町役場で交付します。郵便により申込用紙を請求する場合は、封筒の表に赤で「高
校卒程度試験申込用紙請求」と書いて、１２０円切手を貼った自分宛の返信封筒（角型２号）を必ず
同封してください。
　申込用紙に必要事項を記入して、磐梯町役場に提出してください。申込書を郵送する場合は８２円
切手を貼った自分宛の封筒を同封し、その表に赤で「高校卒業程度試験申込」と書いて、必ず簡易書
留にて送付してください。
　受験票を受領したときは、最近６カ月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６
ｃｍ×横４．５ｃｍ）１枚を写真欄に貼って受験当日に必ず持参してください。（受験票がない場合、
又は受験票に写真が貼っていない場合は、受験できません。）
＜受付期間＞
　平成 27年 10月 5日（月）から 10月 28日（水）まで（執務時間中に限ります。）
　郵便による申込書提出の場合は、10月 26日（月）までの消印のあるものに限り受け付けます。
　受験の際は、「ＨＢ」の鉛筆と消しゴムを持参してください。それ以外の筆記用具は使用できません。
　試験に関し不明な点は、役場総務課までお問い合わせてください。
　郵便で問い合わせる場合は、８２円切手を貼った自分宛の返信用封筒を必ず同封してください。
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「平成27年度分年末調整説明会」を開催します　「平成27年度分年末調整説明会」を開催します　

　間もなく年末調整の時期を迎えますので、次の日程により年末調整事務の説明会を開催します。
○対象者 町内の法人及び個人事業者
○日時  平成 27年 11月 19日（木） 午前と午後の二回開催

受 付 説 明 会
午前の部 午前９時半 午前 10時～午前 11時 50分
午後の部 午後１時 午後１時半～午後３時 20分

○場所  会津若松市インター西 90　アピオスペース展示ホール
  「アピオスペース駐車場」満車の場合は、北側「アピオスペース第２駐車場」を御利
  用ください。
　年末調整説明会に関するお問い合わせ等は、下記連絡先まで御連絡ください。
　◆問い合わせ先　会津若松税務署　法人課税第一部門（源泉所得税担当）
   ☎（代表）　0242 ｰ 27 ｰ 4311　内線 223
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◆問い合わせ先
　会津若松年金事務所　☎0242-27-5321・役場町民課 生活環境係　☎0242-74-1215

　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において金額が社会保険料控除の対象となります。その
年の１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が対象です。
　この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
　このため、平成２７年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付された方については、
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が本年１１月上旬に日本年金機構本部から送付されます
ので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（又は領収証書）を添付してください。
　また、平成２７年１０月１日から１２月３１日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された
方については、翌年の２月上旬に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができま
すので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示され
ているねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤルにお問い合わせください。

「社会保険料（国民年金保険料）証明書」が発行されます「社会保険料（国民年金保険料）証明書」が発行されます
～～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～～～～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～～

◆問い合わせ先　猪苗代消防署 磐梯出張所　☎ 0242-73-3100

秋の全国火災予防運動　秋の全国火災予防運動　
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平成２７年１１月９日から平成２７年１１月１５日は

秋の全国火災予防運動
　秋から冬にかけての火災が多く発生する季節を迎えるに当たって、

秋の全国火災予防運動が実施されます。
【平成２７年度防火標語】

無防備な　心に火災が　かくれんぼ
空気が乾燥し、火災の起こりやすい季節です。火の取扱いに充分注意しましょう。

住宅防火　いのちを守る
７つのポイント
～３つの習慣・４つの対策～

《３つの習慣》
１．寝たばこは、絶対やめる。
２．ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
３．ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
《４つの対策》
１．逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
２．寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎
　　製品を使用する。
３．火災を小さいうちに消すために、消火器を設置する。
４．お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

福島県によるイノシシの直接捕獲事業の実施について　福島県によるイノシシの直接捕獲事業の実施について　

【事業内容】
　福島県では、生息数の増加や生息地が拡大し、農林業や生活環境に甚大な被害を及ぼしているイノ
シシの捕獲を強化するため、今年度から福島県によるイノシシの直接捕獲事業を実施することとしま
した。
【事業実施者】
　一般社団法人福島県猟友会に事業を委託して捕獲を実施します。
（実際に捕獲に従事する人は、県から「従事者証」を交付された、地元の猟友会員の方々です。）
【実施場所】
　避難指示区域を除く県内全域で実施します。（鳥獣保護区など制限がある場所では実施しません。）
【実施期間】
　９月～翌年３月（市町村によって捕獲する時期が異なります。）　磐梯町は１１月～翌年３月の予定
【お願い】
　イノシシの捕獲は箱わなやくくりわなで行います。わなを設置した場所には、標識や看板で周知し
ていますので、近寄らないようにしてください。また、わなにかかったイノシシなどには、危険です
から近付かないでください。

◆問い合わせ先　福島県生活環境部自然保護課　☎ 024 ｰ 521 ｰ 7210
　　　　　　　　  一般社団法人福島県猟友会　　☎ 024 ｰ 523 ｰ 0053
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猪苗代警察署管内の犯罪・交通事故発生状況猪苗代警察署管内の犯罪・交通事故発生状況
（平成 27年９月末現在）

11月２日（月）

町 県 民 税（第３期）
介 護 保 険 料（第４期）
後期高齢者医療保険料（第３期）

お忘れなく！

◆問い合わせ先
　磐梯町災害対策本部 ☎ 0242-74-1223

各行政区の環境放射線測定結果について各行政区の環境放射線測定結果について
（10月調査分）（10月調査分）

測定場所 役場
(駐車場)

保育所
(園庭)

幼稚園
(園庭)

第一小学
校(校庭)

第二小学
校(校庭)

中学校
(校庭)

測定高 1m 50cm 50cm 50cm 50cm 1m

10月 1日 0.065 0.047 0.067 0.091 0.092 0.055

公共施設関係

測定場所 10月 1日
法正尻公民館 0.052
布藤地区公民館 0.046
磨上公民館 0.050
七ツ森センター 0.055
源橋公民館 0.084
長峯公民館 0.049
更科団地集会所 0.059
妙法原公民館 0.105
塩ノ原地区公会堂 0.060
大曲地区集会所 0.051
滝の原公民館 0.047
一の沢公民館 0.054
横達公会堂 0.049
大寺一区公民館 0.055
大寺二区自治会館 0.061
大寺三区集会所 0.076
大寺四区集会所 0.058
大寺五区集会所 0.055
諏訪山団地集会所 0.058
本寺多目的集会所 0.054
入倉集会所（寺） 0.071
下西連公民館 0.065

上西連多目的集会所 0.067
落合公民館 0.064
赤枝公民館 0.058

※　測定高はすべて１ｍです。

各行政区公民館等

（９月期　敬称略）

( 単位：マイクロシーベルト /h)

( 単位：マイクロシーベルト /h)

○お誕生おめでとうございます。
 氏 名　 性別 保護者名 行政区

おめでたおめでた

 9/ 2 　 男 　  源 橋
 9/ 8 　 男 　  こぶしヶ丘

●心からお悔やみ申し上げます。
 氏 名 行政区

おくやみおくやみ

 8/31  塩 ﾉ 原
 9/ 3  布 藤
 9/ 4  一の沢
 9/ 7  一の沢
 9/12  大寺六区
 9/13  下西連

（９月期　敬称略）

※お名前の掲載を希望されない場合は届け出の際、役場窓口までご連絡下さい。

♪町かふぇ（磐梯町認知症カフェ）のご案内（第 6回目）
　認知機能の低下がみられる高齢者やそのご家族・介護者が、気軽に交
流・相談・リフレッシュできる場を提供します。お茶を飲みながら、ホッ
とひと息つきませんか？
　在宅介護でお悩みの方、どんなことでもご相談ください！
　かんたん介護講座も行います。

　認知症に関心のある方、どなたでも参加自由！
　お好きな時間にお気軽にお越しください。
◇日時　10月 31日（土）　・午前 10時～午前 11時半　・午後 1時半～午後３時
◇場所　ハーモニー磐梯　　　◇参加費　100円（飲み物・保険代）
※　参加申込みは不要です。送迎の必要な方はご相談ください。
※　希望される方には昼食をご用意いたしますので事前にお申し込みください。
　　10月の昼食申込み締切は 10月 28日まで　（弁当代 450 円）
※　お問い合わせ＆申込みはハーモニー磐梯までどうぞ。

ハーモニー磐梯からお知らせ　ハーモニー磐梯からお知らせ　

◆問い合わせ先　　＜事業委託先　：　社会福祉法人　心愛会＞
　地域密着型サービス事業所　ハーモニー磐梯　☎0242-74-1000
　役場町民課 保健福祉係　☎0242-74-1215

ハーモニー磐梯見学＆

説明会・相談会も同時開催！

磐梯町臨時福祉給付金のお知らせ　磐梯町臨時福祉給付金のお知らせ　

　平成２６年４月より消費税率が８％に引き上げられた影響を緩和する措置として、「臨時福祉給付
金」を支給いたします。

【支給対象者】
　平成２７年度分 町・県民税（均等割）が課税されていない方で、基準日（平成２７年１月１日）に
おいて磐梯町に住民票がある方です。支給対象の可能性がある方々につきましては、郵便書留で発送
しております。（審査において、不支給となる場合もあります）
※扶養している方が町・県民税（均等割）が課税されている場合や生活保護を受給されている方につ
きましては対象外となります。
【支給額】
　支給対象者１人につき　6,000 円
【申請先】
　申請先は「磐梯町役場　町民課　保健福祉係」となりますが、申請書と一緒に同封いたしました「返
信用封筒」をご利用ください。なお、町民課窓口に直接お持ちいただいてもかまいません。
【申請期間】
　平成２７年９月２８日（月）～平成２７年１２月２７日（日）まで（当日消印有効）
【提出書類】

①本人確認書類 住民基本台帳カード、運転免許証、保険証等の写し
②指定した
口座が確認
できる書類

　平成２６年度臨時福祉給付金の給付対象となった方は、申請書に振込先が記入さ
れておりますので、改めて通帳の写しを添付する必要はありません。なお、振込先
を変更されたい方につきましては、金融機関名・口座番号・口座名義人（カナ）が
わかる見開き部分の通帳の写しやキャッシュカードの写しが必要となります。

【給付金の受取方法】
　申請書受付後、「磐梯町臨時福祉給付金支給決定通知書」を送付し、指定された金融機関へ給付金
を振り込みます。なお、添付書類等に不備がある場合は、入金が遅れることがあります。

◆問い合わせ先
　役場 町民課 保健福祉係　　☎ 0242 ｰ 74 ｰ 1215
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ちゃん（大寺二区）
平成27年５月22日生まれ

4 月より、磐梯第一小学校に養護教諭として着任いたしま
した です。
磐梯一小は、わたしが教員となって初めての学校です。初
めの頃は、「どういったところだろうか」「やっていけるだろ
うか」と、とても不安でいっぱいでしたが、磐梯一小の先生
方をはじめ、子どもたち、保護者の方や地域の方といった磐
梯町に携わっているすべての方々から本当に温かく支えてい
ただき、なんとか今日までやってくることができました。
社会に出ることはもちろん、会津という場所も初めてで、
本当に右も左もわからない私を町全体で支えて下さり、こん
なに恵まれていていいのだろうかと反対に不安になってしま
うほどです。磐梯町のシンボルである雄大な磐梯山も、ふと
見上げると「よし、今日も頑張ろう」と力を与えてくれます。
このように温かみ溢れ、かつ「町づくりは人づくり」を合
い言葉として、町全体が教育に力を注いでいる磐梯町で働け
ることに誇りを持ち、磐梯町で育った教員として胸を張れる
よう、日々の自己研鑽に努めていきたいと思います。どうぞ
よろしくお願い致します。

磐梯第一小学校
　養護教諭　
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